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平成２９年度（２０１７年度） 第１回 

吹田市地域包括支援センター運営協議会記録（概要） 

 

１ 日時  平成２９年６月２０日（火） 

       午後２時から４時１５分まで 

 

２ 場所  吹田市立千里山コミュニティセンター 多目的ホール 

 

３ 出席者 

（１）委員 １３名 

豊岡 建治 

（吹田市医師会副会

長） 

三木 秀治 

（吹田市歯科医師会） 

 斉藤 弥生 

（大阪大学大学院人

間科学研究科教授） 

 大森 万峰子 

（吹田市薬剤師会副

会長）   

 中條 憲孝 

（吹田保健所地域保

健課長） 

 中谷 恵子 

（吹田市ボランティア

連絡会副会長） 

 

山本 清美 

（大阪介護支援専門

員協会吹田支部長） 

 

上田 節子 

（吹田市介護保険事

業者連絡会居宅介護

支援事業者部会員） 

三輪 真由美 

（吹田市介護保険事

業所連絡会訪問看護

部会員） 

宇野 由紀子 

（公募委員） 

 

長澤 弘一郎 

（公募委員） 

 

 西澤 嘉江子 

（公募委員） 

 

 山本 真弓 

（公募委員） 

  

 

  

欠席委員２名 桒田 智代（吹田市社会福祉協議会副会長） 

         白銀 継哉（吹田市民生・児童委員協議会会長） 

  

（２）事務局…市職員及び委託型地域包括支援センター職員 

今峰高齢福祉室長 寺本総合福祉会館長 秋山内本町地域保健

福祉センター所長 

村上亥の子谷地域保

健福祉センター所長 

杉野千里ニュータウン地

域保健福祉センター所

長 

岡本福祉指導監査室

参事 

 

竹本高齢福祉室参事 西澤高齢福祉室参事 

小林高齢福祉室参事 重光高齢福祉室 

参事 

柴野総合福祉会館 

館長代理 

 

村井内本町地域保健

福祉センター所長代

理 

林内本町地域保健福祉

センター 

主幹 

北川亥の子谷地域保

健福祉センター所長

代理 

鮫島亥の子谷地域保

健福祉センター主幹 

並田福祉指導監査室

主幹 
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紙谷高齢福祉室主幹 平井高齢福祉室主幹 石井高齢福祉室主幹 西堀総合福祉会館主

査 

荒木内本町地域保健福

祉センター主査 

川見高齢福祉室主査 辻田高齢福祉室主任 西川吹三・東地域包括

支援センター長（代

理） 

川口岸部地域包括支援

センター長 

橋本豊津・江坂地域

包括支援センター長 

中村千里山東・佐井

寺地域包括支援セン

ター長 

吉田千里山西地域包

括支援センター長 

奥村山田地域包括支援

センター長 

龍神千里丘地域包括

支援センター長 

椎名佐竹台・高野台

地域包括支援センタ

ー長 

松岡古江台・青山台地

域包括支援センター

長 

青木津雲台・藤白台地

域包括支援センター長 

   

 

（３）傍聴 なし 

 

４ 内容 

（１）高齢福祉室長あいさつ 

（２）委員紹介 

（３）会長あいさつ 

（４）副会長あいさつ 

（５）案件 

  ア 平成２９年度（２０１７年度）地域包括支援センターの運営について 

  イ 地域密着型サービスの整備状況及び募集について 

  ウ 地域密着型サービスの指導状況等について 

  エ その他 

 

５ 議事（会議要旨） 

（１）高齢福祉室長あいさつ 

（２）委員紹介 

（３）会長あいさつ 

（４）副会長あいさつ 

（５）案件 

 ア 地域包括支援センターの運営について 事務局より説明 

 (ア)平成 29年度 吹田市地域包括支援センター運営計画 基本方針】について、事務局より説明 

会長 

 ただいま、とても大事な基本方針に関しての説明がありました。まず委員の方々、御質問をどんどんおっしゃっ

てください。 
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委員 

 ちょっと教えていただきたいのは、高齢者の認知症についてですね、もう少し具体的にどこに焦点を絞って、や

っていかれるのか、その辺を教えていただければ。 

事務局 

 運営計画の目次を見ていただいて、今、１番の基本方針の（１）と（２）のところなんですが、委員がおっしゃる認

知症支援の取組みにつきましては、下から３つ目の（９）で、本日お配りしてある資料を基に詳しく説明させていた

だきたいと存じます。 

委員 

 具体的なことがわからないのですが。 

事務局 

 後程、説明させていただきたいと思います。 

委員 

 じゃあ、それを伺ってから、教えていただきます。ありがとうございます。 

会長 

 どんどんお願いします。どうぞ。 

委員 

 （運営計画の）１ページの（２）のアのところで『適切な人員体制の確保』とあるのですけれども、地域包括支援セ

ンターはこれから本当に業務量がすごく増えるだろうとケアマネジャーからして見ても大変だなと思うのです。この

『適切な人員体制』という意味ですが、専門職１名というのは何の専門職で、どういうふうなことをするために増員さ

れたのか、教えていただきたいのです。１名というのは足りるのかなというところも。 

室長 

 具体的に申し上げますと、直営型５か所につきましては、市の組織の一部でございますので、定数をかなりきち

んと何年も先まで、市役所の各組織に何人必要かというのが決まっております。その担当部署に対し、「こういうこ

とで仕事の内容が増えるから人、定数を増やしてほしい」というような働きかけについて努力を致しました。３職種１

人ずつ、３人だったところ、４人にするのが適切と言えるのか、足りるのかというところはあると思うのですけれども、

プラス１名の、ということでの努力を致しました。直営については基本的には保健師ということで判断をされたので

すけれども、保健師で増員しているところもありますし、社会福祉士のところもございます。委託型１０か所につきま

しては、直営と同様に業務が増えるということを同じく予算を担当するところと折衝を重ねまして、１人分を上積み

した形の予算を獲得したというところです。職種につきましては、特には指定をしておりませんで、各センターの裁

量の中でご判断をお任せしているということになっております。今後の、更なる業務増大というところに関して、この

ままでよいと思っているわけではないですけれども、直営型の方のアウトソーシングを進めて、民間の力でセンタ

ーを担っていただきながら、人口増加等になるべく対応していくような、次の方策というのをまた、考えてまいりた

いと思っております。以上です。 

会長 

 ありがとうございました。ただいまのでよろしいでしょうか。この１名増員というのは、専門職なのですね？事務職

ではないのですね？ 

室長 

 はい。３職種のいずれかを１名増という形での４名体制となっております。 
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会長 

 ありがとうございました。他にどうぞ、お願いします。 

委員 

 非常に大変な状態になっていることは理解できるのですが、それについて（２）ウのところで、『吹田市が設置者

としての運営や活動に対する点検や評価を定期的に行うことが重要です』は確かに非常に重要だと思うのですけ

ど、それについて、この、『地域包括支援センター運営協議会等による点検・評価を適切に実施し』というのがこの

会だと思うのです。この年に２回だけの会議、こういうことであれば、確かに不十分であるし、それについて、一番

下のところ、『不十分な点について改善に向けた取組を行い、中長期的な観点からも一定の運営水準の確保を

図っていきます』と書いてあるのですが、具体的にどういうことをされようとしているのでしょうか。 

室長 

 まず、この２ページのウの下から２行目の『不十分な点について改善に向けた』というのは、具体的に今、準備を

すすめております。各センターに「こういう仕事をしてください」ということを具体に並べた仕様書に基づいて仕事を

していただいておりまして、その各項目毎に、しっかりとできているのか、いや、ちょっと足りない部分があったのか

というのを項目毎に自己評価をしていただき、それをさらに市の方で、チェックをさせていただくというような点検・

評価をさせていただきたいと思っております。運営協議会の方には、その結果について、各項目について、１５の

センターが概ねこういう状況でほぼできていました、あるいはこの項目についてはちょっとできていないところが多

かったので、てこ入れが必要です、というようなことのご報告をさせていただくことになるかと思います。この、『不十

分な点について改善に向けた』というのは、項目毎に各センターで「できてなかったよね」という項目、あるいはで

きていなかったセンターにおいての改善を図るという意味を書かせていただいております。以上です。 

会長 

 ただいまのお返事、もう少し何かおありになる方、どうでしょう。 

委員 

 これから一生懸命取り組んでいかれることだと思います。ただ、実際にされる人とそれを点検する人というのは密

に繋がっていないと、公募委員には見えないところがあると思いますので、これからその辺、努力をしていただき

たいと思います。 

室長 

 ありがとうございます。 

会長 

 ありがとうございます。ということはまず、地域包括支援センターに各項目での自己評価をしてもらって、その結

果を市に出して、市の方がさらに評価的なことをして、その結果を協議会に持って来て、それをまた何かの形で返

していくということですが、協議会とその自己評価の間の循環がちょっと今わからないですね。多分、その辺のとこ

ろを保険者の方が、市民の方が心配しておられる。私らの意見はどこで入って、どういうふうに自己評価に繋がっ

ていくのかということを知りたいのだと思います、よろしく。 

室長 

 まずは各項目について、できていないセンターがあった、その時点で、どうしていくのか改善方策をまずはその

センター自ら出していただくというふうに考えています。まだ細かな調査資料等準備中ですが、できていない項目

をどうするのか自己評価の中で振り返らせて、その改善策が適切かどうなのかを見ます。 

この協議会の方でどこまで細かいご報告ができるか、まだちょっとわかりませんが、できていない項目について、
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センター側ではこういう改善策を取ろうというふうに予定していて、取り組んでいますよ、というようなタイミングでの

報告になるかと思います。その時に、いや、そんな方策では不十分ではないかという率直な御意見があれば、も

ちろんいただけたら、それをセンターの方に当然フィードバックして、よりよい改善策を取っていきたいというふうに

は思っております。   

逆に、例えばすごくよく頑張れている項目がもしあれば、１５センターの内で、こことここのセンターはこんなこと

を工夫して、よりよい成果をあげているよ、というような取組、そういったこともご報告をもとに、では１５センターが同

様に頑張ろうかというような、レベルアップを図る機会にできたらなというふうに思っています。評価をして、協議会

のタイミングでご報告して、そしてそのまたいただいた意見をフィードバックしてやっていく、というスケジューリング

なんかも今ちょうど検討しているところなので、この辺が決まれば、お知らせさせていただきたいと思います。よろし

くお願いします。 

会長 

 ありがとうございました。それでは、この項目の最後なのですが、こういう評価に関しまして、それを次の事業にい

かに活かしていくかというような何かアドバイスを最後にいただいたらありがたいのですが。よろしくお願いします。 

委員 

 評価を活かす方法というのはなかなか難しいのですけれども、やはり、話し合いをしたものを記録し、活用につ

なげ、また、何回もやり取りをしながら、継続をしていくことが一番効果に繋がることではないかなというふうに思い

ます。先ほどの委員さんがおっしゃっていたように、協議会の回数が少ないということもありますけれども、回数の

ことも検討しながら、この会ではなくても、もっと市民の声が聞けるような場を設けて、できるだけ現場とやり取りで

きるような場面を増やしていただくとよいのかなというふうに思います。 

会長 

 ありがとうございました。それでは、次の包括的支援事業に入りたいと思います。 

 

(イ)【包括的支援事業】について、事務局より説明 

会長 

 ありがとうございます。今の発表は、センターの日常的な業務や会議への参加等色々な業務に関してでしたけ

れど、どなたでも結構です、委員の方々、ただいまのセンターの日常業務の内容的なことに関しましてご発言、お

待ちします。 

会長 

 それではお伺いしますが、色々な事例を中心に説明いただきました。先ほど、委員の方からどんな職種、専門

職を増やせば、というような話がありましたが、まずは委員の方から、これを読んでいって、話を聞いているとこうい

う職種を増やさないといけないのではないかという御意見がありましたら、よろしくお願いします。 

委員 

 事例を読ませていただいて、結果まで書いていただいているので、どうなったかというのが分かってよかったと思

うのですけれども、多分、この関わっている中で社会福祉士さんとかよく動いておられるのではないかなというふう

に感じられました。主任ケアマネジャーだけではなかなか動きが取れないような、多機関との連携というのが非常

に必要になってきているなと思いました。ただですね、医療的なこととか、もっと地域のことを考えれば、保健師さ

ん的な見方ができる方がもっと増えた方がいいのではないかなというふうに考えます。あと、これは私たちケアマ

ネジャーでもそうなのですが、精神疾患を持った方との関わりの中でどういったふうに医療機関と繋がっていった
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らいいのか、どのような対応をしたらいいのかというのは非常に困るところです。そう思うと、精神保健福祉士さん

の資格を持っておられるような方の関わりも非常に必要になってくるのではないかなというふうに感じました。 

会長 

 ありがとうございました。委員の皆様に市民の立場としてお伺いします。例えば、何か問題が生じまして、この相

談窓口に電話いたしました。まず、どんな人が出てほしいでしょうか。電話した時に、その電話の向こうの方がどん

な方であってほしいかということですが。 

委員 

 どういうことで電話する場合を想定されていますか。 

会長 

 例えば、先ほどのような認知症に関して質問をしたい場合に、どんな人に対応してもらいたいでしょうか。 

委員 

 ちょっと難しいですけれど、やはり、認知症に対して、医学的に言いますか、認知症を治すようなとこを紹介して

いただくとかですね、医療的なことに教養を持っている人が実際相談に乗っていただければ、非常にありがたいと

思いますけれども。 

会長 

 ありがとうございました。私が質問をさせていただいた意味は、電話をした人がまず相談をしたいと思いますと言

ったときに、電話を受け取った方が少し聞き取った段階で主訴を勘案しまして、その分野に詳しい職員にすぐ代

わるかという、そういう体制があるかないかです。電話に出た人がそのことを聞いているのか、それともその問題に

詳しい人というか近い人がパッと代わって出られる体制なのかが知りたいのですけれど。その辺、いかがでしょう

か。よろしく、どなたでも結構です。お答えください。 

事務局 

 千里ニュータウンの方では桃山台と竹見台の地域を担当する地域包括支援センターになります。直営の包括

支援センターです。今、質問ありました、相談内容によってすぐ対応できるような人がいるのかという御質問ですけ

ども、率直に申し上げますと、常に３職種がいるという体制を取ることが現実的に難しいと思います。ただ、３職種、

常に連携しておりますので、相談内容について一定の対応、相談にお答えし、そこから詳しいお話を、となれば、

「後ほどまた担当者から連絡を差し上げます」というような対応をさせていただいているのが一般的かなというふう

に思います。以上となります。 

会長 

 ありがとうございました。先ほどの事例の報告ですね、まあ、こういうふうに紙に書いてしまえば、非常に、始めか

ら最後までうまくいったような内容になりますけども、その間には紆余曲折、時間的な問題、色々あると思います、

それでお聞きしたのですけれども、その辺に関しましてはどうですかね。 

委員 

 非常にご苦労されているとは感じております。ただですね、ケアプランセンターにもご依頼を受けることがありまし

て、その時の地域包括の方との連携についてですが、医療的な問題が非常に大きい場合もあって、ポンとケアマ

ネジャーに託される時もあるのですが、実際に訪問してみたら、病院の紹介だったりとかすぐに救急車が必要だ

ったりすると、ケアマネジャーとしては、報酬が何も発生しない。民間のケアマネジャーは計画費しかもらえないの

で、このように給与に反映するような内容がないと、なかなか継続対応は難しいのが現実です。訪問して対応する

ことは非常に大切なので、それはそれでいいんですけれども、その連携する時の地域包括支援センターの役割
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について、どこまで電話相談なりで聞き取ってくれたのかとか、訪問していたらある程度のとこまでわかっていたの

ではないかと、正直なところ、日々感じているところではあります。 

対応したケースでお金がもらえなかったなということを訴えたいわけではなく、地域包括支援センターの人数が

増えていけば、もっと専門的な相談でも、市民の方々に踏み込んでいけるんじゃないかなというふうに感じていま

す。 

会長 

 はい、どうぞ。 

委員 

 その続きでと言っては何ですけど、包括の方から「要介護の方」ということで新規のご相談をいただいた時に、こ

このところ何件か、同じ包括からではなく、違う包括からですが、「デイサービスを体験して、もうプラン決まってい

ます」ということで依頼をいただくことがあります。居宅のケアマネジャーとしては、ケアマネとしてアセスメントをして、

この方にはどういうサービスが必要なのかとかどこが合うのかとか言って、じゃあこの人にはこのデイサービスを、

って自信を持ってお勧めして体験していただきたいプロセスがございますので、やむを得ない場合もあるとは思う

のですが、できましたらそのような連携を、お願いしたいと思います。ケアマネの専門性を信頼していただきまして。

決して信頼いただいてないことはないと思うのですが。 

会長 

 ありがとうございました。ただいまの委員のご発言というのは、非常に大事なことですので、市の方で色々とご検

討お願いしての委員への答えを作っていただいたらありがたいですね。 

特に障がい福祉分野の自立支援協議会やケアマネ塾とかに参加しておりますと現場におられるケアマネジャ

ーというのをちょっと無視される可能性がありますので、そういうことを含みまして、現場のケアマネをいかにちゃん

とその枠組みの中にはめていって、協議してもうらうかについて、よろしくお願いいたします。 

この項目の最後ですが、今お伺いしていますと３職種を含めてその他の方も、非常に現場での問題が多々あり

まして、悩み事はたくさんあると思いますが、この、関わっておられる職員の人のストレスの悩みについて、解消法

について何かご助言いただけますでしょうか。 

委員 

 私も、現場で直接ケアに携わっている者ではないですので、ちょっと難しいのですけれども、やはりこういったケ

アのケースを、情報共有しながら、解決の可能性ということが掴めるようになっていくということが、一番ストレスを減

らしていくことになるのかなというふうに思わせていただきます。私は先ほどの委員さんから評価の話が出ていまし

たけれども、この、総合相談事例の出し方というのがとてもいいことだなと思っていて、日頃現場にいない私たちと

してみると、地域包括支援センターでの相談については、普通の委員会だとだいたい件数をあげるだけで何件あ

りましただけで終わっちゃうんですけど、具体的な内容がわかったのがすごく良いのと、やはりこの地域包括支援

センターというのは介護保険制度の仕組みなので、どうしても、要介護認定を受けて、その支援の対象となってい

る人が支援を受ける所だというのが一般的で思われているんですが、吹田市の場合にはそこを一歩踏み込んで、

どちらかというとサービス利用者ではない、こういう方も包括で取り扱っておられるんだというのを聞いて、すごく頼

もしく思わせていただきました。あと、先ほどもありましたけれども、包括の方だけではなくて、社協の方であるとか、

それから地域の色々な事業者さんとの連携が取れているな、ということもこの資料で拝見しまして、そういうことが

わかった資料でとてもよいものだなと、内容見て心強く思わせていただきました。 

会長 
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 ありがとうございました。それでは次の項目に参りたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

（ウ）【介護予防・日常生活支援総合事業関連業務】【在宅医療・介護連携推進事業】【生活支援体制整備事業関

連業務】及び【認知症支援に関する取組】について、事務局より説明。 

会長 

 ありがとうございました。ただいまのご報告に対しては、委員さんからの御質問なり御意見なりどうぞ。なんでもお

っしゃってください。どうぞ。 

委員 

 まさに私、認知症のサロンを立ち上げて、ようやくなんとか一年を経過したような次第ですが、認知症といっても、

ご家族に意識がない方もいらっしゃるし、ご本人は当然ですけどね。それで、吹田市として認知症に罹患されて

いる方の数っていうのはだいたいつかまれておられるのでしょうか。 

室長 

１年前、２７年度末の集計データですけれども、介護保険の認定を受けておられる方の中で、一定以上の認知

症の判定を受けている方の人数は、７，２００人ほど。６５歳以上は８．４％、このうち７５歳以上になると、１６％を超

えまして、６，３００人と大半が７５歳以上です。この時点の人口に対する発生率を当てはめますと１０年後１０，０００

人を見込んでいるというような数字になっております。だいたいの数で申し訳ありません。 

委員 

 何が言いたいかと言ったら、通院されてたりとか、ご家族に意識があるとか、服薬とか経過上でつかめる人もいら

っしゃると思うんですけど、その他にほとんど実態がつかめない方が近所で見受けられるんですね。そういう方に

対する対策というか、私たちはその一歩で、市民で立ち上げたのでサロンに足を運んでいただいて、それから

徐々に徐々に次の段階に、っていうのを目的にしています。私たちが直接伺って訪問して「あなた、認知症でし

ょ」と言うことはできないですから。認知症サロンに行きましょう、っていうことでなくても、やっぱり何らか社会に交

わるっていうことが大切だと思うので、困っている方をどういうルートでつかんで、私たちが及ばずながら、力になら

せてもらえるかなというのが現在の課題なんですね。なので、ある程度地域包括支援センターの方ではわかるの

か、ケアを受けてられなかったらケアマネさんもわからないっていう方や、ただご近所の噂とか、たまたまお隣の方

っていう方にどういうふうに、声かけさせていただたいたらとよいのか、そういうアドバイスをしていただけたらと思い

ます。 

会長 

 この件について、お願いします。 

委員 

 まず、やはり地域包括支援センターが一番よりどころになるような形で、吹田市ではシステム作りをしているんだ

なというふうに思いますので、まずそういう地域の方で、もしかするとこの方、認知症かなという方がいらしたら、先

ほど、相談のケースにもありましたように、まず地域包括支援センターに言っていただくのがいいのかなと。その情

報をもとに地域包括支援センターの方からその方のところを訪問するとかということになって、それで介護保険の

対象でなければ、今、地域にこういう活動があるから行ってみたらどうですかというお声かけをするという形になる

んではないかなというふうに思っています。ただ、そういうふうに言っても、すぐには行かれないかもしれないから、

そのあたりは委員さんや活動してくださる地域包括支援センターの専門職の方との連携で声かけをするというよう

なことも考えられるのではないかなというふうに思わせていただきました。 
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会長 

 ありがとうございました。 

事務局 

先ほどご紹介させていただきました認知症初期集中支援チームにつきましては、実際に認知症の疑いのある

方の御自宅に行かせていただくという活動を開始いたしておりますので、５月の時点で５件、実際にチーム員の

方が活動されているのですけれど、その中で、地域包括の方にご相談いただいた経過としましては、友人の方、

あるいはご近所の方からの相談を経て、チームに繋がったという方がおられますので、ぜひご相談いただければ

と思います。以上です。 

会長 

 ただいまのでよろしいでしょうか。はい、それではただいまのを振り返って、時間もあまりないのですが。 

 委員さん、一番最初に認知症に関しての御質問をされましたが、この間の話の中で解決されましたか、それとも

まだ何かございますか。 

委員 

 だいたい、ぼうっとしたことはわかりましたけれども、それで、今おっしゃった高齢者の認知症、それに対する対

策で１名、増員とおっしゃいましたけれども、話を聞いておりまして、これはなかなか１名では足らんなというふうに

感じました。 

それからまったくこれちょっと、場外れな話なんですけど、数年前にこの会でいただいたパンフレットで、循環器

病研究センターである薬について認知症に適応が、範囲を広げるという、情報をいただいたように思うんですけど。

私の記憶違いでしたかもしれませんけど、わかればそれが、かなり効いているのかとか、治験でやっているのかと

か、それに対して何か情報がありましたらですね、ちょっと教えていただきたいなと。これちょっと、付け足しで申し

訳ないです。 

会長 

 その辺はどなたか、研究されていますか。 

室長 

 この包括運営協議会の中で、薬に関する具体な情報を、ご紹介をしたことはおそらくないのではと思います。 

 国循さんや阪大さんを始めとする医療機関で認知症を社会問題として捉えて、非常に研究を、色んな角度から

しようという取組というのは、数多く進められているかとは思います。 

地域包括支援センターの立場で言いますと、その、どんな薬ができているのでしょうとかどんな治療が受けられ

るのでしょうということに、医学的なアドバイスというのは医療機関ではないので、なかなかそこにダイレクトにお答

えすることはできないと思うんですけども、認知症の方の対応の可能な医療機関のリストであるとかご相談窓口の

専門外来のあるような病院であるとかいうところの情報を、というのは市がまとめたものを各包括センターで持って

おりますので、適切なご相談先におつなぎする、先ほどの初期集中のチームであったりとか医療機関であったりと

か、使える資源があるよというご紹介をさせていただく役割をセンターでは担っているかなというふうに思います。   

お薬の情報ということでは、ちょっとこの場でも、センターの方でも具体は申し上げられないことが多いかと思い

ます。申し訳ありません。 

委員 

 そういう道筋は作るということですね。 

室長 
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 適切な医療につながっていただけるように御支援いたします。 

委員 

 これからも認知症については興味がありますが、一つよろしくお願いします。 

会長 

 ありがとうございました。この報告、最後ですが、アリセプトに関しましては、２年間程は進行を遅らせるというのが

医学会の常識でして、治るとは一切言っておりません。 

それからワクチンは作用が強くて失敗しまして、もう作られておりません。最後に、一番最新の情報としてこれか

ら出てくると思いますが、国際疾病分類というのをアメリカが中心に考えていますが、認知症という文言がなくなる

かもしれません。アメリカでは認めてこなかったようです。国際疾病から認知症というものが消える可能性があると

いうような話もあります。 

 それでは次に、お願いします。よろしくどうぞ。 

 

 

（エ）【指定介護予防支援関係】及び【活動評価】について、事務局より説明 

会長 

 はい、ありがとうございました。ただいまの報告に、委員の方、どなたか御質問ございましたらどうぞ。 

 今のところの自己評価その他のＰＤＣＡサイクルを用いて行うということに関しては委託型の地域包括支援センタ

ーだけが対象なのでしょうか、直営型も、でしょうか。 

事務局 

 高齢福祉室 紙谷でございます。活動評価につきましては委託だけではなく、直営を含めました１５センターの

評価というのを実施してまいります。 

会長 

 その場合には両者に違いはあるのですか。 

事務局 

 自己評価という評価につきましては、１５センター一律で評価項目について、まずは自ら振り返りをしていただく

という方法で考えております。  

違いといいますのは、その自己評価を踏まえまして、次のステップに参ります第一次評価でございますけれども、

その第一次評価というのは市が責任を持って評価をしていくということになっておりますので、自己評価は委託、

直営含めまして１５センターすべてがしてまいりますけれども、一次評価はその委託先含めまして、委託先を管理

している直営の包括センターで、直営の包括センターにつきましては、市の高齢福祉室が担ってまいりたいという

ふうに考えております。まだ、これは案の段階ではございますけれども。以上でございます。 

会長 

 ありがとうございました。委託型の地域包括支援センターの責任者の方、今日来られていますよね。どなたかた

だいまの発言に関しましての希望というか要望というか何かありましたら。無理でしたら、ノーコメントで結構です。

この会議は何でも言っていこうやないかというのが慣例になっていますので。よろしく。ないですか。それではこの

項目を終わりましょうか。では、次をお願いします。時間も迫っておりますので。 

 

イ【地域密着型サービスの整備状況及び募集について】及び、ウ【地域密着型サービスの指導状況について】に
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ついて、事務局より説明 

 

会長 

 ありがとうございました。４時を過ぎてしまいましたのであれですけど、時間もありませんがただいまの報告につい

て、御質問ございますでしょうか。なければ、このことに関しまして、やはりこれは斉藤先生ですね。地域密着型サ

ービスというのは吹田市が設立から、評価から指導まですべて責任を持ってしなければいけないという事業になる

と思いますが、その辺に関しましての評価というか指導するときに、こういう注意しながら指導をよろしくというような

ことがございましたら、お願いします。 

委員 

 指導の内容はきっと個別で違うのかもしれないですが、一つ、質問だけさせていただいてよろしいですか。これ

らの地域密着型通所介護については地域の住民との交流が必要条件になっていくと思いますが、そのあたり、逆

に指導等状況が吹田市ではどのようになっていますでしょうか。 

事務局 

 福祉指導監査室の並田です。地域の連携ということで地域密着型のサービスが求められているところでいるの

ですけれども、なかなか正直な話、連携というのはできていないのかなあというのが正直な私の感想です。今後、

そういった地域の方に開かれたサービスを行っていただきたいということで指導はしていかないといけないのかな

ということと、すでに進めておられる事業所さんについては、その先進事例ですとかをですね、ホームページとか

で載せていったらなあというような考えです。 

会長 

 ただいまの先生の御質問というのは多分、施設がそういう地域との交流が減っているかどうかということも含みが

ありますけれども、評価するときの対象、何を評価するのかということ、一点で結構ですから、地域密着型のサービ

スが地域との交流がありますか、ないですかという質問を、何を、何を項目としてあげるか、一個で結構です。近

所で好かれているかどうかですか。 

事務局 

 一番いいのは近所で知られているかということですね。地域で知られていない事業所さんが多い。そこで何をし

ているのかというのが知られていない事業所さんが多いのかなあと思われますので。 

会長 

 よろしいでしょうか。 

委員 

 課題ですね。 

会長 

 ありがとうございました。 

 それでは申し訳ありません。時間が過ぎましたけど最後に、最後の報告です。よろしくお願いします。 

 

 

エその他、【第７期計画について】について、事務局より説明 

会長 

 はい、ありがとうございました。事務局の方、お願いします。 
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事務局 

 本日はどうもありがとうございました。この運営協議会ですけれども皆さんの御意見をいただくために、事務局の

方もですね、わかりやすい資料、わかりやすい報告の仕方、工夫を重ねているところですが、そういったことも含

めまして、また議論等、御教授いただければと思います。 

 本日は本当に長い時間、ありがとうございました。次回ですけれども、次回は１２月頃を予定しております。また、

開催の御案内を差し上げますのでよろしくお願いいたします。事務局からは以上です。 

三木副会長 

 長時間に渡り、お疲れ様でした。この地域包括支援センター、多くの事業を行っています。この協議会において、

色んな意見が出ました。市には福祉審議会や色んな協議会、審議会、懇話会というのがあります。細かいところで

は多くの懇談会もあり、錯綜しておりますけれども、こういう現場での声についてやり取りできる場が、縦割りになっ

ている感じが見受けられる場合もあります。その横の連携というものをしっかり密に取っていただいて、市民ありき

の地域包括支援センターとなっていただきたいと思います。対象は市民の方々、市民にわかりやすいというのが

一番の目的だと思います。以上でございます。本日は長時間ありがとうございました。 

会長 

 室長、最後にお願いいたします。 

室長 

 本日は長時間、色々御意見ちょうだいいたしまして、ありがとうございました。吹田市として、地域包括支援セン

ターについて、ケアマネジャーとの連携であるとか、例えば認知症支援の事業についてどんなことを行っているの

か、市民の方はどんな相談ができるのか等、わかりやすく地域の方に知っていただけるような努力を今後とも重ね

てまいりたいと思っております。最後に重ね重ね、ありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたしま

す。 


